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○健康福祉センター正面及び北側駐車スペースが、来客者用駐車スペースとなっております。

○出入り口は従来通りですが、仮設足場等により狭くなっておりますので、出入りの際はお気をつけ

ください。

○庁舎裏、車庫裏は工事関係エリアとし、進入及び駐車等は出来ません。

平成22年５月18日より平成22年11月15日までの工期で役場庁舎の改修工事を実施しております。

町民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、下記の点についてご協力のほどよろしくお願いします。

６月18日から改正貸金業法が完全施行されました。総量規制（年収の３分の１を超える額の新規の借

入れができなくなる等）、上限金利の引き下げ（29．2％から借入金額に応じて15％～20％に引き下げら

れる）等に伴い、現在借入れがある消費者からの、苦情や相談が増える見込みです。

そこで、北海道では通話料無料のフリーダイヤルを設け、相談を受け付けていますので、どうぞご利

用ください。

なお、改正貸金業法についてのパンフレット等（無料）は、下記相談窓口にありますので、ご自由にお

持ち帰りください。

◎問い合わせ先 役場経済課内 消費生活相談窓口 緯59－1000

『道の「貸金業苦情相談専用フリーダイヤル」』のお知らせ

フリーダイヤル 0120－1－78372

受 付 時 間 毎週月曜日と金曜日の２回

10：00～12：00及び13：00～16：00

役場庁舎改修工事中のご協力について


